
（放送業務用） ：記入箇所

１　業務内容の数量指定

14万円 1 部

7万円 部

11万円 1 部
5.5万円 部

※専用用紙の部数追加は、再計算の場合も新規の基本単価の20分の1となります。

＜再計算がある場合＞

前回処理番号（お手元の報告書の最初のページ右上に記載されている“Ｔ”から始まる番号です）

※「再計算」とは、既に照会相談業務で報告済の無線回線について、業務内容を変えずに再度お申込頂く場合

２　混信計算の除外条件（別紙の記載例を参照してください。）
①混信計算を行う申込み無線回線の電波発射時に確実に停波できる（廃止する）無線回線であって、混信計算から

除外したいルートがあれば、ルート名とその理由を下記に記入して下さい。

※枠に収まりきらない場合は別紙等を添付してください

②音声または監視・制御回線であって、申込み無線回線との周波数差が３ＭＨｚ未満の同一の送受信局を含む既設

の無線回線を除外したい場合は、ルート名を下記に記載して下さい。

※枠に収まりきらない場合は別紙等を添付してください

③送信電力分配を行う送信局を申込む場合は、相互のルートを除外して混信計算するため、その送信局を含む全ての

ルートを下記に記載して下さい。

※枠に収まりきらない場合は別紙等を添付してください

３　免許人の連絡先（注）
　（申込者が免許人と異なる場合に必ず記入して下さい）

免許人名

部署名 （注）
担当者名 報告書の有効期限（完了日から１年以内）を経過した時に、

電話 申込ルート情報のデータ削除の連絡に使用します。
e-mail @

４　申込担当者 ５　請求書の送付先
（問合せ先・報告書送付先です。必ず記入して下さい） （申込担当者と異なる場合に必ず記入して下さい）

〒 － 〒 －

住所 住所

会社名 会社名

部署名 部署名

担当者名 担当者名

電話 電話

e-mail @ e-mail @

携帯電話 （緊急連絡先）

　神奈川→横浜、横浜→東京

　大阪→京都、大阪→神戸、大阪→六甲

照会相談業務　申込条件書

新居部　太郎

0A-BCDE-FGHJ

t-arib denpa.co.jp

000 0000

Ａ

　大阪→奈良

業務内容 基本単価（税抜） 回線数 報告書の部数 税抜計

¥220,000
再計算 専用用紙

回線設計及び混信計算に基づく使用可能周波数の検
討

新　規 2 ＰＤＦ
¥280,000

再計算 専用用紙

Ｂ 回線設計及び混信計算
新　規 2 ＰＤＦ

合計（税抜） ¥500,000

申込み無線回線（ルート名） 除外する無線回線（ルート名） 除外の理由

　東京→神奈川 　神奈川→静岡

　T18-1234、T19-5678

　 に適用されます（前回報告の完了日から１年以内）。適用条件については担当者までお問合せください。

技術部

申込み無線回線（ルート名） 除外する無線回線（ルート名）

移設するため

　東京→神奈川

　東京→神奈川 　神奈川→熱海 ルート廃止予定

　大阪→奈良 設備の更新

FAX 0A-BCDE-FGHJ

0000

総務部　経理課

ARIB放送株式会社

東京都××区〇〇
電波産業ビル２５階

東京都××区〇〇
電波産業ビル１階

電波産業株式会社 電波産業株式会社

申込み無線回線（ルート名）

090-ARIBD-EFGH

新井部　次郎 荒居武　三郎

0A-BCDE-FGHJ FAX 0A-BCDE-FGHJ

denpa3 denpa3gyou.co.jp denpa2 denpa3gyou.co.jp

電波産業課

000

0A-BCDE-FGHJ

記入例
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①混信計算を行う申込み無線回線の電波発射時に確実に停波できる（廃止する）無線回線であって、混信計算から

除外したいルートがあれば、ルート名とその理由を下記に記入して下さい。

※枠に収まりきらない場合は別紙等を添付してください

例Ａ

例Ｂ

例Ｃ

②音声または監視・制御回線であって、申込み無線回線との周波数差が３ＭＨｚ未満の同一の送受信局を含む既設

の無線回線を除外したい場合は、ルート名を下記に記載して下さい。

※枠に収まりきらない場合は別紙等を添付してください

③送信電力分配を行う送信局を申込む場合は、相互のルートを除外して混信計算するため、その送信局を含む全ての

ルートを下記に記載して下さい。

※枠に収まりきらない場合は別紙等を添付してください

例Ａ：設備を移設する

例Ｅ：横浜→東京（受信）

例Ｄ：神奈川（送信）→横浜

例Ｂ：ルートを廃止する

【凡例】

送信

受信
例Ｆ：送信電力分配

同一局

申込みルート 例Ｃ：設備の更新

既設のルート

廃止のルート

申込み無線回線（ルート名） 除外する無線回線（ルート名） 除外の理由

　東京→神奈川 　神奈川→静岡 移設するため

　神奈川→横浜、横浜→東京 例ＤＥ

例Ｆ

申込み無線回線（ルート名）

　大阪→京都、大阪→神戸、大阪→六甲

　東京→神奈川 　神奈川→熱海 ルート廃止予定

　東京→神奈川

　大阪→奈良 　大阪→奈良 設備の更新

申込み無線回線（ルート名） 除外する無線回線（ルート名）

別紙

混信計算の除外条件の記載例

東京

神奈川

静岡

熱海

横浜

大阪神⼾

京都

六甲

奈良
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